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問題の所在

シドニー・ ウェッブとビア トリス・ ウェッブ (Sidney

Webb, 1859-1947, Beatrice Webb, 旧姓 ポ ッター

Potter,1858-1943)は ,19世紀末か ら20世紀初頭のイ

ギリスで活躍 した社会改革者として知 られている。彼 ら

の実践的な主張は,後のイギ リス社会改革運動の歩みの

中で絶えず振り返 られてきた。だが,彼 らは経済学説史・

思想史研究の対象として取 り上げられることは少なく,

その思想的核心を究明しようとする問題意識は希薄であっ

た。例えば,彼 らはイギリス福祉国家・ 社会運動の先駆

者
1)と

評価される一方で,労働運動の異端的人物
2)と し

て批判されてきた。また彼 らの構想を,あ らゆる生産手

段の公有を掲げる「社会主義」 と理解する論者もあれば,

「市場経済」を重視 した「混合経済」 とみなす研究 もあ

る3、
彼 らの半世紀にわたる活動のうち,特定の主張や

運動が,後の研究者の時代関心や政治的立場におうじて,

一面的に評価されてきたからである。

彼 らの社会改革の提案内容は,イ ギリス社会の激動と

ともに練 りなおされ,変化 していったが, こうした営為

を貫 く思想的核心を明らかにするために,本論文では,

初期の諸作に立ち返って吟味 した。この時期特有の歴史

課題と彼 らの具体的提案との関連を解きほぐすことによ

り,彼 らの一貫 した思考が摘出でき,後の社会改革提案

の変遷とその理由についても,理解を深める手がかりが

得 られるからである。 こうした問題が成立する理由を明

らかにしておくために,ひ とまず,研究史を簡単に振 り

返 っておこう。

ウェッブの社会改革構想の変遷過程は,初期,中期 ,

後期に分類できる。岡 [1978a]は ,中期,す なわち第

1次世界大戦から1920年代にかけてを,彼 らの「社会主

義像の確立期」
4)と して重視 し, その特徴を, 中央政府

による生産手段の公有化を柱とした「混合経済」構想の

確立にある, と見ている。その内容は,「 自由放任・ 競

争経済」の「非効率」を克服するために,中央政府によ

る生産手段の公有化を柱とし,そ の周辺に,地方自治体,

消費者協同組合,労働組合などの多元的諸制度の役割を

認めることで,「効率と民主主義の統一的実現」 をはか

るものであった。さらに,岡 [1978-b]は ,後期すなわ

ち1930年代以降を「晩年期」とし,『 ソビエ ト共産主義』

(1935年)におけるソ連への傾倒に着目している。 ただ

し,中期から後期にかけての「社会主義像」に変化はな

く,彼 らのソ連礼賛 も,みずからの主張をソ連社会に一

面的に投影させたものであり,そ の背後では,大恐慌以

降のイギ リス経済の混乱と, ソ連経済の躍進という情勢

が大きく作用 していた, とされている。

このように,中期以降のウェッブの主張とその背景が

解明されていくことで,初期の彼 らがいかなる問題を取

り上げ, どのような解決策を打ち出していったのかが疑

問として浮上 してくる。だが, これまで初期の構想全体

を究明 しようとする視座は希薄であり,個々の論点が断

片的に取 り上げられてきた。

特に,『産業民主制論』(1897年)における労働組合論

は,彼 らの「効率」視点との関連で広く注目を集め,様々

に評価されてきた。例えば,高橋 [1984]は ,そ の内容

を労働力保全の理論と理解 し,労働組合運動が「国民的

能率の向上」という「資本の利益と論理」に包摂されて

いる, と批判 していた (高橋 [1984]19,261D。 他方 ,

トーニー (Tawney[1952])は ,労働組合による生活

向上の追求が,む しろ雇主側に「効率」増進を迫るとい

う彼 らの思考に着目し, この新 しい主張が,当時「産業

効率化の敵」と批判されていた労働組合運動の再評価を

追 ることになった, と述べていた (Tawney[1952]



p351、 訳171172頁 )。 最終的な評価はさておき,両者

はウェップの労働組合論の主眼が「産業の効率イ臼 にあっ

たという点で一致 している。だが,そ の具体的なメカニ

ズムについて,労働者,雇主のどちらに注目するかで理

解が異なっている。残された課題は, このように異なる

理解を生み出しうるウェッブの労働組合論を,彼 らの主

張に即 して理解することであろう。

なお,彼 らの労働組合論を,「社会主義」論に結びつ

ける試みもある。大前 [1975]は , ウェッブの「ナショ

ナル・ ミニマム」を取り上げ,「労働者の維持保全」 を

通 じた「産業能率」向上という視座に着目し,そ の意義

を「反体制のための生産力理論」として独自に解釈 して

いた。「社会主義への移行の段階においては」「生産力の

増大が問題」になる, という理解から, ウェッブにおけ

る「能率」重視を,社会主義への移行と関連付けた点に

特徴があるが,彼 らの主張に即 した整理であるか疑間が

残る (大前 [1975]136,152,159頁 )。 このような一面

的な理解が生まれて来たのは, シドニー初期論文をめぐ

る従来の研究にも,そ の原因があった。

これまで, シドニー初期論文,「利子率 と分配法則」

(1888年),「利子率」(1888年),「賃金と残余生産物との

関係」(1889年)は , 特 |こ「 レント論J と呼ばれ,「 フェ

ビアン社会主義の基礎理論」と理解されてきた。欧米で

は,ベ ア (Beer[1929]), フォックス&ゴー ドン (Fox

&Gordon[1951]), リッチ (Ricci[1969]), タムソ

ン (Thompson[1988])が,わが国でも,河合 [1931],

関 [1969],大前 [1975],木 村 [1978]な どがこれにあ

たる。 これらの研究は全て,「 レント」 を,生産要素の

供給独占による高価格から生 じる「消費者からの搾取」,

「不労所得」と理解 し,そ の再配分のために生産手段の

公有化が提唱された, と整理 していた5ゝ だが,シ ドニー

初期論文 =「搾取論」 という理解には, マクブライア

(McBriar[1962])か らの批判がある。彼は,資本に帰

属する不労所得としての「 レント」を,資本所有者の経

営努力に基づ く所得から明確に区別できない, と指摘 し

ていた。 シドニー初期論文は, アメリカの経済学者 F.

A.ウ ォーカーヘの批半Jと して書かれたものであるが ,

この点に関 してホブズボーム (HObsbawm[1964])は

「効率」把握におけるシドニーとウォーカーとの連続性

を示唆 していた。シドニー初期論文を,彼の「効率」理

解とからめて再検討する余地があろう。

シドニー『 ロンドン・ プログラム』 (1891年 )に おけ

る都市改革構想については,岡 [1975]がある。岡は,

「 レント論」=「搾取論」という従来の理解を踏襲 し,同

書の内容を「 レント」の地方政府による徴収・再配分 ,

2

すなわち「都市社会主義」と特徴付ける。だがそれゆえ

に,労働組合が「特殊利益擁護のための組織」として都

市改革の主体から遠ざけられている点に,岡 は疑間を呈

していた (岡 [1975]527528頁 )。 ウェッブにおける多

元的諸制度の構造連関について,再考の余地を残 してい

よう。

ビア トリス『 イギリスにおける協同組合運動』 (1891

年)については, これまで,生産者組合の歴史研究に関

連 して付随的に紹介されるか 6、
概説的にのみ取 り上げ

られてきた。 ビア トリスが,生産者組合を批半1し ,消費

者組合を高 く評価 していたという概要は明らかになって

いるが, こうした結論を促 した思考を,彼女の主張に即

して明らかにする作業が残されている。 しかも, ビア ト

リスが,地方公営企業を「強制的消費者組合」と呼んで

いたという事実,お よびその背後の論理については,あ

まり注目されてこなかったように思われる。

なお,初期の構想全体を射程に入れた新しい研究も徐々

に進んできている。藤井 [1995]は ナショナル・ ミニマ

ムの形成過程を吟味 し,そ の起源に, ロンドン州議会に

おける新 しい労使関係の模索か ら生まれたシ ドニーの

「モラル・ ミニマム」概念がある,と子旨摘している。ウェッ

ブが様々な社会諸制度の意義についての知見を深めつつ
,

それらを有機的に関連させながら自らの構想を形成 して

いったことを示す研究として学ぶべき点が多い。

また,初期ウェッブによる自由党への「浸透作戦」の

経緯 も明らかにされてきている。『ニューカッスル綱領』

へのウェッブの貢献を高唱するBシ ョーらフェビアン

内部からの発言
7)に

対 しては,マ クブライア,若松 [19

91]ら の詳細な研究によって, これが「誇張」であった

との評価が定着 しつつある。だが, フェビアンあるいは

ウェッブ本人の主観的意図のうちに,自 由党との連携を

模索 しうる共鳴板があったことは疑いなかろう。ゼンメ

ル (Semmel[1960]), クー ト (Koot[1987])の よう

に, 自由党との共鳴板を「帝国問題」に求める研究もあ

るが,ノ ーラン (Nolan[1988])は ,む しろ国内の社

会改革との関連で, ウェッブと「新自由主義者」との緊

密性
8)を重視 していた。彼 らの社会改革構想の特徴を,

同時代の「新自由主義」との関連で理解する際の手がか

りとなろう。

以上,初期ウェッブをめぐる諸研究とその問題点を列

挙 してきた。それぞれが, ウェッブの社会改革構想の特

徴を一面で正 しく把握 しているとすれば,残された課題

は,各論点を貫 く彼 らの思考を体系的・ 論理整合的に理

解することであろう。以下,初期ウェッブが直面 してい

た具体的歴史課題をお、まえた上で,個々の論点に関する



彼 らの思考の発展過程をたどることで, この課題に迫 り

たい。

第 1章  19世紀後半のイギ リス社会

イギリス経済は,19世紀第 3四半世紀の「 ビクトリア

の黄金時代」に,「世界の工場」へと躍進を遂げたが ,

産業の内部では旧式の産業組織が温存され続けた。企業

組織は,小規模なパー トナーシップ・個人企業が支配的

であり,株式会社の普及は限 られたものでしかなかった。

生産過程は職人の手熟練に大きく依存 しており,熟練の

修得・労務管理において熟練職人を中心とした職階制が

形成され,「二重雇用制度」が支配的となった。

1873年以降, いわゆる「大不況期」に,新興産業諸国

が保護関税を武器に台頭 し始めると,世界市場における

相対的地位の低下に直面 したイギ リス製造業 は一定の

「合理化」を追 られていった。機械業の発展を軸に, あ

らゆる部門で機械化の進展・ 大量生産技術の普及などが

みられ,産業の成熟が進む綿業などでは,熟練の解体や

「二重雇用制度」の崩壊が進行 した。だが, ドイッ, ア

メリカで株式会社が普及 し,大規模化・ 企業合同が進行

したのに対 し, イギ リスでは流通組織の発展による割安

な取引費用のもと,小規模な個人企業が温存された。産

業自体が比較的新 しい機械業などでは,生産過程は旧来

の熟練に依存 したままであり,熟練職人の役割は依然 ,

大きいものであった。総合的にイギ リス製造業の「合理

化」はたち遅れ,貿易収支赤字が増大 していったが,そ

れを補填する形で,金融・ サービスなどの貿易外収支は

一貫 して増大 していった。一部の例外をのぞけば,イ ギ

リスの産業衰退がさほどの関心を集めることもなく,そ

の金利生活者的体質はますます強化されていくことになっ

た。

だが,絶対的なレベルでは,19世紀後半を通 じてイギ

リス経済は順調に発展 し,労働者階級の経済的地位 も大

きく向上 した。「 ヴィクトリアの黄金時代」 には「労働

貴族」と呼ばれる富裕な熟練労働者層が形成され,いわ

ゆる「大不況期」には物価下落による実質的な生活水準

の向上が見 られた。1867年,1884年の選挙法改正によっ

て,本格的な大衆民主主義 も到来することになった。

これら労働者階級の社会進出には, 自発的な社会運動

の台頭も大きく寄与 していた。19世紀中葉におけるイギ

リス労働政策の根幹は1834年「新救貧法」であった。労

働市場に対するレッセ・ フェール=「 自助」の原則が確

立されるなか, スマイルズの『 自助論』に代表されるよ

うに,自助自存を旨とした「 レスペクタブル」な生活態

度が規範となった。 しかも, この「 レスペクタブル」な

生活規範は,新興中産階級のみならず労働者階級にまで

浸透 し始めていた。彼 らにとって,「 レスペクタブル」

な生活を維持する手段 こそ,友愛組合,労働組合,協同

組合などの「団体的自助」であったのだ。

こうした「団体的自助」の動きは,労働者階級の比較

的富裕な階層から徐々に下層にも浸透 していき,国家も,

友愛組合,協同組合,労働組合関連諸法の度重なる改正

という形でそれを容認 していった。また,1880年代末に

おける「 ロンドン州議会」の設立,工場法その他関連立

法の整備・ 拡充など,地方政府,国家のレベルにおいて

も,様々な改革が進んでいた。AVダ イシーは,労働

組合関連諸法など直接に労働者階級の「団体的自助」を

容認する立法に加えて,工場法関連立法,お よび地方自

治体の営業拡大に関連する立法を総称 して,「立法上の

団体主義」 (コ レクティヴィズム)と 呼んだ (椎名 [1985]

12頁 )。 ただし, こうしたコレクティヴィズムヘと向か

う一連の立法改革を指導 した理念には, 2つの側面があっ

た。

例えば,187175年における労働組合の「団結の自由」

確立を促 した「労働組合に関する王立委員会」 (1868-69

年)の勧告は,資本所有者が自己の資本を自由に処分で

きるのと同等に,労働者 も自己の労働の処分にあたって

自由であるべきだ, という内容であった (椎名 [1985]

323頁 )。 このことは,「財産権」,「契約の自由」におけ

る労使の同等性の確保,つ まり「旧自由主義」の労働者

階級への拡大・普及を意味 していた。株式会社法の改正

という,い わば資本家のコレクティヴィズムの推進が,

「財産権」,「契約の自由」という「旧自由主義」理念の

延長にあったのと同 じく,友愛組合,協同組合,労働組

合関連の法改正もまた,「旧自由主義」的理念のもとで

達成されたのである。 しかも,「団体的自助」 という性

格を有 していたこれらの運動は,経済社会への国家不干

渉という「旧自由主義」思想にきわめて合致 していた。

他方,「 コレクティヴィズム」は「 旧自由主義」 を超

え出ようとする原理をも内包 していた。例えば,労働組

合運動内部からの「労働条件の立法的規制」や,都市自

治体による独自の事業運営の要求などがこれである。T

Hグ リーンも述べたように,学校教育 と工場立法にお

いて「わが国 (イ ギリス)は契約の自由に対する干渉の

偉大なシステムを持っている」のであった (若松 [1991]

251頁 )。 「 コレクティブィズム」は, その進展とともに,

経済社会への国家干渉要求つまり「新自由主義」へと高

度に展開 しつつあったのである。

労働者階級の政治進出により, こうした「新自由主割

の動 きは,政治の世界でも無視できなくなっていた。チェ



ンバレンら自由党急進派は,初等教育の無料化,累進課

税・ 土地税の導入などをもりこんだ「非公認綱領」 (188

5年)を掲げ,労働者階級との結びつ きを強め, 1886年

には自由党から分裂 していった。分裂後,統一党を率い

たチェンバレンは, さらに進んで法定 8時間労働日,雇

主による労働者災害補償,老齢年金の支給などを盛り込

んだ「労働綱領」を採択するほどであった。他方,グ ラッ

ドス トンら自由党主流派 も,ア イルランド自治, ロンド

ン自治,無償公教育,土地改革,不動産への課税,相続

税改革などを取 り入れた「ニューカッスル綱領」 (1891

年)を採択 し,1894年に成立 したローズベ リー自由党内

閣のもとでは累進税を導入 した相続税改革が実現するに

致る。 こうして19世紀末イギ リスでは,「新自由主義」

が新たな改革思想となりつつあったのである。

こうした状況に対 し,経済学はどのような立場を占め

ていたのであろうか。1834年「新救貧法」は,マ ルサス

らの古典派経済学をもとに制定されたと言われている。

明確に述べられたことはないにせよ,古典派経済学者た

ちは賃金基金説をもとに,資本の自由な活動により資本

蓄積が進めば,労働需要の増大を通 じて国民全体の生活

水準が向上すると考えていた。」.S.ミ ルのように後に

社会主義へ傾斜 し,所得再配分,労働組合運動などに賛

同する人物 もあらわれたが,支配的な経済思想は,労働

者政策に関 してあくまでレッセ・ フェールを堅持 してい

た。

他方,1876年におけるがジョットの言葉,「 我が国の

政治経済学の現状は決 して満足すべきものではなく,そ

れは人々の頭の中で死にかけているJと いう言葉に象徴

されるように,19世紀末にかけて古典派経済学への批判

が開始されるようになった。アシュレー, ヒューインズ
,

カニンガムなどイギ リス歴史学派は,「大不況J以降の

イギリス産業衰退の問題を取 り上げ,その解決策として,

関税,高等教育における実学の重視,帝国の重要性など

を掲げた9ヽ こうした動きは,20世紀初頭,チ ェムバ レ

ンによる関税改革運動へと流れていった。また, オック

スフォー ド大学のT.Hグ リーン, トインビーらは, 自

由党による「新自由主義」的社会改良の動きを積極的に

支持 していった。チャールズ 0ブ ース, ラウントリーら

の貧困調査も盛んに行なわれ,繁栄を誇るイギ リス社会

における労働者の貧困問題にも注目が集められた。

こうしたなかで,マ ーシャル『経済学原理』(1890年 )

の出版, オックスフォー ド大学へのエッジヮースの就任

にみられるように,イ ギリス新古典派経済学が台頭 して

いく。歴史学派からの問題提起に対 し,彼 らは一貫 して

自由貿易を堅持 したし (反チェムバレン・キャンペーン),
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社会改良運動に対してもレッセ・ フェールを堅持していっ

た。 このことは,世紀転換期イギ リスにおいて,あ くま

で経済社会への国家不干渉を原則とする「旧自由主義」

的な思考が根強 く残 っていた事を意味 していていよう。

19世紀末におけるコレクティヴィズムの台頭にいちはや

く着目したAVダ イシーでさえ,そ の主眼は,「 オー

ル ド。リベラス ト」の視角から, これを批半1す ることに

あった (椎名 [1985]2頁 )。

シドニーとビア トリスが社会改革に乗 り出したのは,

こうした時代であった。すなわち,労働者大衆からのコ

レクティブィズムの動きは,「新自由主義」的な社会改

革を要求するまで高度化 しつつあり,他方で,経済 0政

治思想の領域では依然として「旧自由主義」的思考が根

強 く, こうした改革を阻んでいたのである。

第 2章  「産業進歩」の理論的把握から「社会学」ヘ

19世紀末のイギ リス経済学は,古典派経済学に対する

各方面からの根本的な批判など,文字通 りの混迷状況を

経て,やがてはマーシャル『経済学原理』(1890年)に よ

る新古典派経済学の形成・発展へと収敏 していくが,そ

の背後には,多数の論者による大小様々な問題提起 0貢

献があった。ウェッブ,特にシドニーの問題関心の一つ

も,古典派経済学に対する批判と新 しい経済理論の模索

にあった。 シドニーは,そ の初期論文,「利子率 と分配

法則」,研J子率」,「賃金と残余の経済的生産物の関係」

(Webb[1888a],[1888b],[1889])に おいて, 19世紀

末イギ リスの経済社会を,す ぐれて「発展した産業社会」

と把握 し,新 しい時代にふさわしい経済理論の構築にツヒ

んでいった。シドニー初期論文は,直接には,FAウ ォー

カーの「営業利潤の源泉」 (Walker[1887])へ の批判

として展開されたものであった。

ウォーカーは,19世紀末アメリカを「高度に組織化さ

れた産業社会」と把握 した上で,そ の特徴を「企業者」

(entreprenure)の存在に見いだす。論文「営業利潤の

源泉」におけるウォーカーのねらいは, この新 しい時代

を担 うべき「企業者」の役割と,そ の独自の所得範疇の

解明にあった。 ウォーカーは,「利潤」 を「利子」 と

「監督賃金」 (ウ ォーカーはこれを「営業利潤」と呼ぶ)

とに区別 して把握 し,「営業利潤」 (business profit)

発生のメカニズムを次のように説明する。

企業者の同質性を想定 した「完全競争」下では,価格

競争の結果,あ らゆる企業者の利潤はやがてゼロになる

はずである。だが現実には,莫大な利潤を獲得 している

「産業の将帥」か ら利潤ゼロの企業者までが,多様に存

在する。「産業の将帥」は,利潤ゼロの企業者 と同等以



上の賃金を支払 っており,彼の利潤が労働者の犠牲によ

るものとは解釈できない。ウォーカーは, この利潤の格

差の原因を,企業者の「経営能力」の差異に求めた。優

れた企業者は,競争相手と同じ資本・労働を使用しても,

優れた経営能力によって, より大きな生産物を生み出す,

と (Walker [1887]pp.269-276)。

この「営業利潤」は「地代」に類似 している。最劣等

企業の生産費が価格を規定 し,優れた企業者にはその生

産性格差におうじてより大きな「営業利潤Jが帰属する

からである。ウォーカーはこれを「能力のレントJと 言

い換える。彼はこの「能力のレント」という概念に基づ

き,「産業の指揮を際立って優れた経営能力を持つ者に

限定することが,社会の,特に賃金階級の利益である」

と述べ,産業社会発展の新 しいメカニズムを展望する

(ヽValker[1887]pp 277-278)。

賃金とは年生産物から地代,利子,営業利潤を差 し引

いた残余である。地代はリカー ドウの差額地代の原理に

よって、利子は資本の需給によって, それぞれ決まる。

最後の「営業利潤」が決定されれば, 賃金 も決まる。 し

たがって,「資本と労働の使用からより小 さな純生産物

しか生産できない劣った人物にビジネスの指揮を委ねる

ことは,商品全体の価格を決定する必要供給量の最終単

位のコストを高め, より高い階層の企業者に利潤として

帰属する生産物のシェアは増大 して しまう」 (Walker

[1887]p278)。 当然,労働者の賃金が圧迫を受 ける。

労働者階級の将来にとっては,経営能力が劣った企業者

を産業界から駆逐する必要があるというのがウォーカー

の結論であった。

シドニーは,「能力のレント」というウォーカーの概

念を高く評価 したが,「所得分配の問題を完全に解決す

るためには,資本に帰属する利子の原理を一層発展させ

る必要があろう」と問題を提起する (Webb[1888a]p

188)。 「完全競争が支配 している貨幣市場では,全ての

貸付は同一の利子率でなされ」,「資本のあらゆる部分は

等 しい利子率を生む」(Walker[1888]pp 286 287)と

いうウォーカーの主張に対 し, シドニーは, これが「貸

付資本」にしか妥当 しないと批判する。

「あらゆる産業部門において,同時に使用されている

生産手段の効率性は多様である」(Webb[1888b]p47

1)。 同一産業内には,最良の資本設備を備えている企業

から,旧式・劣等な設備 しか持たない企業までが並存 じ

ている。 これに基づ く企業間の生産性格差は,生産物 コ

ス トに反映される。「〔一産業部門〕全体の 〔商品〕価格

を決定するものは,最 も不利な事情のもとで生産された

商品だから, それ以外で用いられている資本にはすべて,

実質的な “レント"(real“ rent")が必ず存在する。 こ

れが巨額 な産業利潤 の源泉であることは明 らかだ」

(Webb[1888b]p.471,〔 〕内は引用者,以下同様 )。

「巨額な産業利潤」は,経営手腕から生 じる「能力の レ

ント」だけでな く,資本設備の生産性格差にもとず く

「資本の実質的 レント」(real rent of capital)(Webb

[1888-b]p472)か らも構成されているという主張であ

る。

「資本の実質的 レント」という概念を強調したシドニー

の狙いは,資本設備改良競争によって「産業進歩」が進

展 していくプロセスを明らかにすることにあった。優れ

た設備をもち,多額の「 レントJを獲得 している優良企

業は,有利な条件で「貸付資本」を借 り入れうるのに対

し,劣等企業はそれと同一の条件では十分な「貸付資本」

を調達できずに,市場から淘汰されていく。だが, この

「落伍者」を生みだす競争過程は,産業全体 としてみる

と, より優れた資本設備が導入され,「産業進歩の先陣」

が突出してゆく過程に他ならない。最劣等企業の淘汰に

よる価格低下や, より優れた企業の新規参入を通 じ,既

存設備の相対的優越性の低下・消滅が生 じると,「 レン

トJの縮減に促進されて,諸企業がより大きな「 レント」

獲得をめざし,新たな優良設備の導入へと駆 り立てられ

ていくからである。当然,「 そのプロセスは決 して終わ

ることがない」(Webb[1888b]p471)。

純粋理論として考えるなら,最優良企業の拡大がやが

て独占を生み出すことにより, このプロセスは均衡・ 停

止するはずである。だが,現実には,立地条件,需要の

多様性,経営能力の不足などが独占の定着を阻止する。

市場には常に優良企業と劣等企業とが並存 し続けるので

ある。 したがって「 レント」は,あ らゆる産業部門で,

優れた効率性を達成 した資本にたえず発生 し,「産業進

歩」のプロセスを進展させる起動因としての役割を果た

し続けることになる。 シドニーは,優れた経営能力,資

本設備を備えた企業の成長によって,社会全体の富裕化

が実現されていくと展望 したのである。

当初, シドニーは, こうした彼独自の「産業進歩」論

をもとに「経済学」 (Political Economy)|こ ついての

著作を構想 していた。だが,時を同 じくして出版された

マーシャルの『経済学原理』(1890年)を読み, ビア ト

リス宛に次のように書き送った。「彼 〔マーシャル〕は,

彼が “準地代"と 呼んでいるものを私から借用 していま

す」
ゆ
。「私は彼 〔マーシャル〕に裏をかかれました。彼

は私が言いたかったことを大部分述べています」
つ
。主

観的ではあれ, シドニーが『原理』 と同一の世界を共有

していたことは明らかであろう。『原理』 の影響力を考



慮 したビア トリスからの忠告 もあって, シドニーは「経

済学についての著作を断念 した」ほどであった0。

だがこのことは,マ ーシャルヘの全面的な賛同を意味

しなかった。彼は,マ ーシャルが「道を示 しているが,

道を進んでいない」と述べ, 自らの「産業進歩」論,す

なわち富裕実現の「道」が示されていることを認めつつ

も,そ の「道」を押 し進めるべく,「経済学を再建するJ

決意を固めたのであった。。経済学再建の方向とは, ビ

アトリスの言葉によれば,「社会における人間行動すな

わち社会諸制度の研究 いいかえれば社会学 (Sociology)」

の探求であったの
。従来の「経済学」・「エコノミクス」

によって軽視されてきた様々な「社会諸制度Jの研究を

推 し進めることが,彼 らの課題として再確認されたので

ある。その成果が, ビア トリス『イギリスにおける協同

組合運動』(1891年), シドニー『 ロンドン・ プログラム』

(1891年)で あった。

第 3章 消費者のコレクティヴィズム

第 1節  ビア トリスの消費者組合運動論

オーウェン主義,チ ャーティズムの影響を経たイギ リ

ス協同組合運動は,1840年代以降,新たな展開をみせた。

1844年には消費者組合の先駆としての「 ロッチデール先

駆者組合」が, また1850年 には生産者組合が始動 し,

「産業および貯蓄組合法」(1852年)な ど関連諸法 も整備

されていった。だが,消費者組合運動が加入者を増大さ

せ,小売から卸売部門 (CWSの設立)へ事業展開 して

いく一方,生産者組合は衰退の一途を辿った。1869年第

1回「協同組合大会」以降,消費者組合の「購買高配当」

に対 し,生産者組合は「労働配当」を掲げ,両者は「利

潤分配論争」を繰 り広げ,対立を深めていった。 こうし

た状況に対 し, ビア トリスは『イギ リスの協同組合運動』

(1891年)を著 し,協同組合運動の将来を消費者組合に

託 し,生産者組合を厳 しく枇判 していった。

ビア トリスは,生産者組合の基本的性格を,(1)「労働

者による管理」,(2)「労働配当」,(3)生産手段の共同所有

の志向, という3点で特徴付け, こうした生産者組合の

試みが, ことごとく「失敗Jで あったと主張する。生産

者組合の「失敗」には,次のような原因があったからで

ある。

産業の趨勢が,「 大資本の使用による “収益逓増 "」

(Potter[1891]p150,訳 207頁)へ と進む中で,従業

員による出資額には限界がある (資本の欠乏 )。 不況期

における賃金低下阻止・雇用確保のための商品生産に対

する販路の確保は困難である (販路の不足 )。 組合員の

互選による監督者は,組合内部における個人的利害の衝
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突を回避できない (管理の規律の欠如)。 ようするに,

生産者組合は産業の高度組織化,近代的「企業者」の存

在を特徴とする「発展 した産業社会」に適合 しえない旧

式の協同組合である, というわけだ。

他方で,「小親方制度」,「労働者株式会社」 に形を変

えて存続 している生産者組合もあった。「小親方制度」

とは,競争圧力を劣悪な労働条件に転嫁 し,か ろうじて

存続 しているものである。「労働者株式会社Jは事業面

で成功 しているものが多いが,一部の労働者はもっぱら

「株主」となり,外部から労働者を雇用するにいたって

いる。ようするに生産者組合は,そ の「理念」を保持 し

ようとすれば事業面で失敗 し,逆に事業面での存続をと

れば,「労働者による管理」という「理念」を放棄せぎる

をえない。生産者組合は社会改革においてなんら重要な

役割を果たせない, とビア トリスが批半1す る所以である。

ビア トリスは,生産者組合を「個人主義的協同組合」

と呼んでいた。第一に,そ れは「発展 した産業社会」の

高度な生産力を支える「工場制度の規律」 を無視 し,

「独立生産者」的な世界を希求 しているか らである。第

二に,生産者組合は「小親方制度」,「株式会社」に見ら

れるように,あ くまで一部の組合員の排他的利害に支配

される「非民主的」な組織に変化 してしまっているから

である。

他方, ビア トリスは消費者組合運動を,「民主的協同

組合」と呼び,「 ロッチデール原則」を高 く評価する。

中でも,「購買高配当J原理が重視されていた。「購買高

配当」とは,財J潤」を,従業員の労働に対 してではな

く,組合員大衆の購買高に応 じて払い戻す仕組のことで

ある。組合員の出資をもとに運営される消費者組合は,

新規加入者の増大につれて事業規模を拡大 しうる。 この

ことは,規模の経済性を通 じて「購買高配当」を増大さ

せるから,新規加入者が排除されることな く,「解放的

民主制」が実現される。同時に,大規模化を通 じて営利

企業とも互角に競争できるから,事業面でも成功 しうる

ことになる。

消費者組合の運営においては「代議制自治」が確立さ

れている。 1人 1票 という選挙権を持つ組合員は,経営

方針決定をめぐって「理事会役員」を選出する。「理事

会役員」は,組合の従業員たる「有給役員」を採用する。

ビア トリスは, この「組合員」,「理事会役員」,「有給役

員」との関連を,イ ギ リスの議会制度における,「有権

者」,「議員J,「公務員」との関係に例える。「公務員J

が「有権者」大衆に対 してそうであるように,「有給役

員」は「組合員」大衆に対する「公共奉仕の精神」を体

現 し,行動すべく位置づけられている, と。



この場合,「有給役員」の業務成果について,組合員

大衆は自らの利益に照 らして,他との比較を通 じて判断

できる。「有給役員」が無能であれば,罷免することもで

きる。「有給役員」は,組合員大衆への「奉仕」をめぐっ

て互いに「競争」すべ く位置付けられているのである。

ただし,組合員は「有給役員」の雇用条件に無関心では

ない。「有給役員」への報酬は,彼が最大の「効率」を発

揮できるように決定される。組合員は,組合全体の発展

のために, このことを必要なコストとして認識 しうるか

らである。

「有給役員」は,社会改革を担うべき主体の新 しい行

動原理を体現 していた。 ビア トリスは従来の「抽象的経

済学」が提示する「適者生存」に対比 させ,「機能的順

応」という概念を提出する (Potter[1891]pp 18-19,

訳2627頁 )。 「機能的順応」とは,後に,「個々人が能力・

欲望の程度 0複雑性における増進に順応すること」であ

り「退化Jと は逆の概念である, と明確に定義される概

念である (Webb[1897]p703,訳 858頁 )。 ウェッブは,

「機能的順応」の推進のためには,生活水準の向上 と,

その主体的動因としての「競争心」との両者が必要であ

ると考えていた。 しかも,「競争心」の発揮にあたって,

「営利心」(=利潤原理)は必ず しも必要ではない, とビ

ア トリスは主張 したのであった。

こうして, ビア トリスは消費者組合の発展による,組

合員大衆の消費生活向上を展望 したのであった。消費者

組合は,事業面でも成功 し,「発展 した産業社会」 に合

致 した協同組合運動であると同時に,組織の「開放的」

性格から, こうした恩恵をすべての階層へと普及させて

いくことになろう。

他方, ビア トリスは消費者組合運動に明確な限界があ

ることを見逃さなかった。 ラッサールの「賃金鉄則」に

言われるように,消費者組合による生活費の低下がその

まま賃金の低下を招きかねないという危険性のことであ

る。 ビア トリスは「労働者が 。̈ 消費組合によって提供

される商品の廉価 0品質の向上という利益を完全に獲得

することを可能にするのは労働組合である」と,消費者

組合と労働組合の連携の必要性を指摘 していた (Potter

[1891]pp.194196,訳 267-269頁 )。

また,提供される財・ サービスの性格からくる限界も

あった。「水道, ガス,鉄道,街灯のような誰 もが消費

する財は“・強制的消費者組合によって運営されねばな

らない」(Potter[1891]p229,訳 314頁 )。 ビア トリス

は,公共財の提供にあたっては,「強制的消費者組合」

すなわち,公的当局がこれを運営すべきだと主張する。

自治体による公共財の供給問題については, シドニーが

『 ロンドン・ プログラム』(1891年)で論 じているから,

節を改めて考察 してみたい。

第 2節 シ ドニーの都市改革論

産業革命以来の急速な都市化が進む中,政府は1835年

に「都市自治体法」を制定 し,北・ 中部の新興工業都市

などでは,代表制の地方政府のもとで様々な都市改革が

実行されていった。だが, ロンドンは同法から除外され,

19世紀後半における人口の急増大にも直面 し,深刻な都

市問題に直面 していた。 こうしたなか,1888年に「地方

政府法」が成立すると, ロンドンにもようやく「 ロンド

ン州議会」 (以下, LCC)が 設置された。都市改革の

機運が高まる19世紀末 ロンドンにおいて, シ ドニーは

『 ロンドン・ プログラム』(1891年)を提出し, LCCを
もとにした都市改革の方向を打ち出した。その主な内容

は,水道, ガス,市街鉄道, ドックなど公共財・ サービ

スの市営化,お よび地方税改革であった。

世紀初頭以来,民間主導で開始された水道事業が限界

を露呈 し, 自治体による事業運営が開始されるなか, ロ

ンドンの業者は,強大な政治力を盾に自治体の参入を阻

み,水需要の増大,水源の汚濁による水質悪化に対処で

きずにいた。また,19世紀末における主要な照明手段で

あったガスの供給は,企業間の合併を経て寡占状態にあ

り,料金の引き上げを断行 していた。 こうした状況に対

し, シドニーは,水道・ ガスの市営化を提唱する。自治

体による事業の合理化,価格の引き下げを通 じた水道 0

ガスの安定的供給を確保することで,都市住民大衆の基

礎的な消費生活が向上することをシドニーは展望 したの

であった。

また,公共財・ サービスの安定供給にあたっては,そ

れを供給する側の労使関係についても考察する必要があっ

た。当時, ロンドンの市街鉄道は,従業員の劣悪な労働

条件のもときわめて不安定な労使関係を抱えていた。ま

た,ド ックは,1889年のロンドン・ ドック・ ス トライキ

以降,労使対立の火種を抱えていた。 シドニーは, こう

した不安定な労使関係が, ロンドンの都市機能全体を麻

痺させてしまう危険を察知 し,市街鉄道 0ド ックの市営

化を提唱する。すでにLCCは ,1889年 3月 , 自治体雇

用労働者に対 し,労働組合賃金率の支払いを決議 してい

た (「公正賃金条項」)。 さらにシドニーは, ドック労働

者のような最下層の労働者に対しては,当局が「モラル・

ミニマム」賃金を支払 うことを提案する。こうしたなか,

市営化が実現されれば,市街鉄道 0ド ックの不熟練労働

者は, ス トライキに訴えることなく, LCC選挙を通 じ

て自らの要求を実現 しうる。結果的に,労働問題は平和



的に解決され,サ ービスの安定供給が実現されることに

なろう。

以上の公共財・ サービスの市営化をめぐるシドニーの

提案には,都市という形で現れた「発展 した産業社会J

の新 しい生活様式についての深い洞察が込められていた。

都市生活それ自体が,新 しい消費形態を不可欠なものと

していくのみならず,そ うした基礎的な財・ サービスの

確保にあたって,個々人による活動の枠を越えた解決を

必要としている。 しかも,そ の供給における労使関係の

あり方さえも,都市生活全体に大きな影響を及ぼしかね

ない公共的性格を有 しているのであった。

さらに,都市住民の生活向上を一層推進するためには,

LCC自 体の財源問題が解決される必要があった。当時,

ロンドンの各当局の財源は, ほとんどがレイトすなわち,

不動産占有者が支払 う賃貸料に対 して一定割合を課す地

方税によってまかなわれていた。各当局による活動の開

始はレイ トの税率引き上げをもたらし,不動産占有者 =

都市住民大衆の間で重税感を生み出しつつあるからであ

る。とはいえ,新たな事業の開始にあたって,追加的な

財源が早急に必要とされている。そこで, シドニーは,

現行の地方税制の欠陥に着目する。

衛生設備, スラム浄化,道路建設などの改良工事は,

レイ トすなわち不動産占有者である都市住民大衆の負担

によってまかなわれている。改良工事は周辺地区の生活

環境を改善 し,不動産の価値 。賃貸料が増大するが, こ

うした利益はすべて「不労増分Jと して地主階層へと帰

着 している。こうした状況に対 し,「不労増分」 は,地
方政府の公的な活動により生み出された以上,全て地方

財源に返還されるべきだ, とシドニーは主張する。

その徴収方法は,本来なら「地方資産税」すなわち不

動産賃貸料収入への一定割合の課税という形が望ましい

が,地主階層からの猛烈な反抗が予想される。その対案

として, より実現の見込みが高い「地方不動産相続税」

をシドニーは提唱 した。『 ロンドン・ プログラム』 出版

直後の1892年には,国会の総選挙が行なわれ,『 ニュー

カッスル綱領』を掲げたグラッドス トン自由党内閣が成

立 した。『綱領』のロンドン改革案には,「敷地評価額課

税」案がもりこまれたが,同法案は議会に提出されるこ

とはなかった。 こうした状況を前に, シドニーは「グラッ

ドス トン氏は何をなすべきか ?」 (1898年 )と いう論文

を発表 し,公約の早期実現を迫った。全国的規模での都

市化の進展にともない,政府は都市住民の利害を無視す

ることは出来ないはずである, と。 シドニーの地方税改

革案は,都市住民を新たな主人公とした大衆政治の到来

という歴史認識に裏打ちされていたのである。
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以上, ビア トリス『イギ リスにおける協同組合運動』,

シドニー『 ロンドン・ プログラム』の内容について検討

してきた。彼 らが社会改革の望みを託 した消費者組合 ,

都市政府は,いずれも労働者大衆の消費生活の場におけ

るコレクティヴィズムであると理解 してよい。 しかし,

労働者の生活を全体的に把握するためには,彼 らの労働

生活に目を向ける必要があった。消費者組合を補完する

ものとしての労働組合の意義を明確に述べ,都市改革に

付随 して公共的な労使関係についての考察を深めていっ

たビア トリスとシドニーが,1892年における結婚以降,

次の目標として掲げたものは,労働者のコレクティヴィ

ズムっまり労働組合運動についての研究であった。

第 4章 労働者のコレクティヴィズム

第 1節 労働組合運動の歴史的分析

ウェッブは,労働組合運動の研究に着手するにあたっ

て,当初から「理論的著作」すなわち後の『産業民主制

論』(1897年)に いたる構想を有 していたが,労働組合

運動の現実は極めて複雑であった。その準備作業として,

ゥェッブは,『労働組合運動の歴史』 (1894年)において,

「運動全体の一般的な歴史」を描 き出した。

19世紀中葉の典型的な労働組合は,「合同機械工組合

(以下ASE)Jに 代表されるクラフト・ ユニオンであっ

た。当時の生産過程は熟練への依存度が高かったから,

クラフト・ ユニオンは「徒弟数の制限Jに よって労働力

の供給独占をはかるため,組合員資格を一定期間の「徒

弟就業」を経た者に限定する運動を展開した。組合員は,

雇主が提示する条件が組合の規準に満たない場合には雇

用契約を結ばず,「共済制度Jか ら失業手当を受給 して

抵抗 した。クラフト・ ユニオンがもっぱらこうした「間

接的方法」に訴えたのも,主従法,共謀罪といった法的

制限によって団体交渉やス トライキなどの直接的手段が

禁止されていたからである。ウェッブは, この間の労働

組合運動を「1852年から1875年 にかけてASEの 規約全

部を模倣するか,そ の特徴をあれこれ取 り込むか, この

いずれかが試みられなかった職業はほとんどなかった」

と特徴づけている (Webb[1894]pp 205 206)。

ところが,「 シェフィール ド暴行事イ牛」(1866年)を契

機とした雇主からの弾圧的立法要求や,共済基金の法的

保護をめぐる「ホーンビー・ クローズ事件」 (1867年 )

での組合側の敗北に象徴されるように,労働組合の法的

地位は危機にさらされていた。 これに対 し, クラフト・

ユニオンの幹部たちは「 ジャンタ」と呼ばれる政治集団

に集結 し,「労働組合会議 (以下 TUC)」 (1868年 ),

「 TUC議 会対策委員会」(1871年)を結成 した。第二次



選挙法改正 (1867年)に よる労働者階級の政治進出に後

押 しされ,1871年から1875年 にかけて,共済基金の法的

保護,主従法の撤廃,共謀罪の修正が実現 し,「団結の

自由」が確立された。だが, ウェッブは,「 ジャンタ」

が勝利を収めつつあった時に,「労働組合界の重心Jが

「綿業」,「石炭業」へと移動 しつつあったという事実に

注目した (Webb[1894]p284)。

いわゆる「大不況」期に,後発諸国との激 しい競争に

さらされたイギ リス産業が一定の「合理化Jを強いられ

るなか,労働組合運動 も新たな展開を余儀なくされた。

綿業では,機械化の進展が労働者の熟練を解体 し,旧来

のクラフト・ ユニオン的な活動は不可能になった。綿業

労働者はその全国組織を基礎に,直接,団体交渉に訴え,

広範な地域をカバーする労働協約 (「 出来高単価表J)を

獲得 し, また「法定 9時間労働日」を要求する政治運動

をくり広げていった。石炭業でも,団体交渉による最低

賃金の確立,議会運動を通 じた「法定 8時間労働日Jを

求める運動が展開された。協約・立法による最低労働条

件一律規制が,労働組合運動の新 しい「重心」になりつ

つあったわけだ。

こうした労働組合運動の「一般的な歴史」は,同時に

「 イングランドの政治史の一部Jで もあった。そもそも,

1871-75年 の法改正で活躍 した「 ジャンタ」は,「 自らが

敵対 していた中産階級の経済的個人主義を容認 し,中産

階級の中でより開明的な人々が彼 らに譲歩 しようとして

いた団結の自由のみを要求 した」(Webb[1894]p221)

ものであった。「 レッセ・ フェールが, 当時の労働組合

指導者の政治的および社会的信条であ ったJ(Webb
[1894]p360)のである。だが, これに対 し,綿業, 石

炭業からの「労働条件の立法的規制」を求める潮流が,

新たな潮流になりつつあったのである。 しかも, こうし

た動きは,1889年の ドック 0ス トライキ以降,「法定 8

時間労働日」を求める「新組合主義運動」へと昂進 して

いった D。
『労働組合運動の歴史』 における以 上のよう

な歴史認識が,『産業民主制論』でどのように活かされ

ていくのであろうか。

第 2節 労働組合運動の理論的分析

『産業民主制論』第 3編第 3章「労働組合運動の経済

的特質」で, ウェッブは労働組合運動を「新 0旧組合主

義Jに分け,両者をきわめて対照的に描き出した。

「旧組合主義」の本質的特徴は「人員制限の方策」で

ある。それは, クラフト・ ユニオンにみられるように,

徒弟数の制限,排他的な組合員資格の墨守などによる労

働力の供給独占に他ならない。だが,産業能率という点

からみると「人員制限の方策」は重大な欠陥を持つ。労

働者の雇用に際 し,雇主が選択できる労働者の数はあら

か じめ制限されるから,そ うでない場合に比べて雇用さ

れた労働者の質は低下 してしまうし,古参の労働者が既

得権に安住 してしまうので,労働者全体の間で能率向上

への刺激が失われるからである。

加えて,「人員制限の方策」は雇主間の競争にも悪影

響を及ぼす。職人の熟練を基礎とする産業では,熟練労

働者の雇用・補充に支障が生 じ,新資本の参入が阻害さ

れることになろう。当然,資本設備の改良にも悪影響が

及ぶ。熟練を武器に有利な労働条件を確保 している労働

者は,そ れを無意味にする生産工程の改良には消極的で

ある。熟練労働者にとっては,改良を妨害することが私

的利益に適 うのであり,実際にこうしたことが しばしば

行なわれていた。要するに,「人員制限の方策」 を基本

とする労働組合運動のもとでは,労働供給の独占化によっ

て労働者の個別利益は確保できるが,社会全体としての

産業能率は著 しく阻害されるというわけである。

「新組合主義」の本質的特徴は「 コモン・ ルールの方

策」であるとウェッブはいう。職業ごとに協約・ 立法を

通 じて最低労働条件を規制するコモン 0ル ールは,「人

員制限」とは対照的に,産業能率の向上に大いに貢献 し

うる。雇主が多数の求職者の中から望ましい労働者を雇

用することは妨げられはしないが,だからといってス ト

レー トに産業能率を向上させるわけではない。雇主は,

安い賃金で満足する労働者を雇い入れようとするから,

必ず しも良質の労働者が雇われるとは限らないからだ。

だがコモン・ ルールが実施されると,優れた労働者から

優先的に雇用されることになる。雇主は労働者に一定の

賃金を支払わねばならず,出来るだけ優れた労働者を雇

用 しようとするだろう。優れた労働者にはより有利な労

働条件が提示されることになる。労働力が社会的に最適

配分され,結果的に,最大限の産業能率が達成されると

いう思考である。

雇主の関心が優れた労働者の獲得へ向けられると,労

働者の側にも変化が生 じる。無規制の労働市場ではより

安価な人手が求められ,労働者は自らの労働力を投げ売

りせざるをえない。 しか し, コモン0ル ールのもとでは,

少なくとも最低労働条件にみあった労働力能が要求され

るから,労働者は, 自分自身の労働力能を引き上げるよ

うに競争せざるをえなくなる。 ウェッブは,労働者自身

のこうした内発的努力を「機能的順応」 (functional

adaptation)と 呼ぶが, その内容 は「産業工程の絶え

ぎる革新Jが要求する「能力 0欲望の強度・ 複雑性の増

進に個々人が順応すること」(Webb[1897]p703,訳



858頁)で あった。「機能的順応Jは,労働者間の競争 =

「精神的刺激」によって牽引されるだけでな く,一定の

コモン・ ルールのもとで実現されるであろう, より高い

生活水準 =「物質的基盤Jに も裏打ちされているから,

いっそうその効果を発揮する, というわけである (Webb

[1897]p.723,訳 881頁 )。

さらに, コモン・ ルールの導入・施行は,労働者だけ

でなく雇主にも新 しい資質を要求する。労働条件が規制

されていない場合,雇主間の競争の重圧は労働条件の引

き下げという形で労働者に転嫁されてしまうが,コ モン・

ルールによって最低労働条件が規制されると,個々の雇

主は, 自らの経営能力の向上 0資本設備の改良へと向け

て競争せぎるをえなくなるからである。 したがってまた

コモン・ ルールの適用は,「最良の立地条件,最高の設

備,最も優れた経営能力を有する工場にビジネスを集中

させ,無能で旧式な雇主を淘汰する」(Webb[1897]p.

727728,訳888頁)よ うにも作用 し,産業の効率化を累

積的に推進 していくとウェッブは力説する。

コモン・ ルールは最低労働条件を規制するので,そ の

水準設定に際 しては,最劣等企業の支払い能力が規準と

なる。だが,当の最劣等企業自身にとっては, このこと

は労働コス トの圧迫による経営危機を意味 しよう。最劣

等企業は,効率化を達成できなければ,当然,市場から

淘汰されることになるからである。以上の上ウェッブの

主張には, シドニー初期論文における「産業進歩」論が

貫いていることは明らかであろう。ウェッブは,「産業

進歩」を自律的 。累積的に推進 していくための重要な制

度機構として,労働組合運動の役割を見いだしたのであっ

た。

だが,『労働組合運動の歴剣 における「 レッセ・ フェー

ル」から「労働条件の立法的規制」へという「政治史」

把握をも、まえたウェッブには,『産業民主制論』 で解明

されるべきもう一つの問題が残 った。すなわち,労働組

合運動が「団結の自由Jと いう「旧自由主義的」枠組み

を乗り越えて,「労働条件の立法的規制」 という「新自

由主義」的な運動へと高次に展開 していく際の理論的根

拠を示す必要があった。以下,「労働条件の立法的規制」

から「ナショナル・ ミニマム」へといたるウェッブの思

考をたどってみよう。

第 5章  「新自由主義」的社会立法

―ナショナル・ ミニマムー

第 1節  「労働条件の立法的規制」をめ ぐる諸思潮

1889年の ドック・ ストライキ以降,「法定 8時間労働

日」を掲げた「新組合主義運動」が台頭するなか,政府
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は,「労働に関する王立委員会」 (1891-1894年 )を設立

した。1892年 10月 ,委員会メンバーであったAマ ーシャ

ルは,喚間されたシドニーに対 し,「労働条件の立法的

規制」が「創意の自由,活動の自由」を阻害 し,「産業

進歩」を妨害すると主張 した。。 シドニーは, これに反

論 しながらも,そ の論拠を明確に提示 しえなかったがい
,

これ以降のウェッブの思考は,「労働条件の立法的規制」

が「産業進歩」にいかに貢献 しうるか, という問題を軸

に展開 していくことになる。

その一つの鍵が, LCCの 労働政策をめぐるシドニー

の実践経験であった。シドニーはLCCの 活動に身を投

じ続け,「公正賃金」,「モラル・ ミニマムJの経済的効

果をめぐる知見を深めていったからである。その成果を

シドニーは,「 LCCの 業績」 (Webb[1895])と して

発表 した。そこでシドニーは, LCCに よる,「公正賃

金」の施行が,「効率を増進させる」と明確に主張する。

労働条件が引き上げられれば,「競争」を通 じて「最 も

優れた候補者が選択」され, しかも「生活水準」の向上

によって労働効率 も上昇するか らである, と (Webb

[1895]pp 144-5)。

この時期すでにウェッブは,『産業民主牛1論』(189鷲D
の執筆に取り掛かっていた。第 4章で考察 したように,

『産業民主制論』における「 コモン・ ルールの経済的効

果」として提出された彼 らの労働組合論は,「公正賃金」,

「モラル・ ミニマム」をめぐる知見の深まりを包摂 しな

がら,労働条件規制と「産業進歩」との関連を明確に打

ち出した,彼 らの最終的な「理論的」到達点であったの

である。 しかも同書で, ウェッブは「労働条件の立法的

規制」をめぐる自らの主張を,「 ナショナル・ ミニマム」

として, はじめて体系的に提示することになる。ウェッ

ブは,「 これ 〔ナショナル 0ミ ニマム〕 は今 日あらゆる

産業国家において行なわれている工場立法の政策である」

(Webb[1897]p767,訳 937頁)と 明言 し,19世紀を通

じた労働政策の進展に注意を促 していた。

19世紀末の時点における,工場法および関連諸法の状

況は次のようなものであった。世紀初頭以来,工場法は,

その適用範囲の拡大,工場監督官の任命,児童 0婦人ヘ

の10時間労働日 (1847年),衛生・ 安全規則などの点で

次第に充実 していった。多数の関連立法も整備され,イ

ギリス労働政策の体系はより包括的なものとなっていっ

た。児童の労働時間規制は,初等教育の進展と歩調を合

せて進んだ。1870年の初等教育法の成立により公立学校

の設置が進み,1876年には義務教育の規定が明示された。

さらに1891年 には,公立学校の無償制が法制化されるな

ど,19世紀末にかけてイギ リスの初等教育は着実に整備



されていった。衛生・安全問題をめぐっては,1891年法

により監督権が「地方衛生局」へ委譲 され,「公衆衛生

法」によって専門的に所轄 されるようになった。 また

1880年には「雇主責任法」が制定され,1897年 には,無

過失責任における雇主の賠償義務 も規定された。

19世紀末にかけて、工場法体系は一環 して拡張 してい

き,公衆衛生法,雇主責任法,初等教育法へと分化,精

緻化 していったことが分かる。ウェッブが, こうした動

きを「無意識の社会主義への歩み」と高 く評価 した所以

である。しか し、これに取 り残されていった階層 も確実

に存在 した。チャールズ・ ブース, ビア トリスによる19

世紀末のロンドン調査は,未曾有の繁栄の中に根強 く残

る貧困の存在を明らかにした。彼 らは,貧困の原因とし

て「苦汗産業」(Sweated lndustry)に おける劣悪な労

働条件をあげていた。こうした階層には,工場法が適用

されない家内工業で働 く婦人や,初等教育法に補足され

ず家計補助のために働 く児童なども含まれていた。19世

紀末におけるこうした工場法の状況を前にしたウェッブ

は,一方でそれを積極的に評価 しつつも,それが依然と

して不十分であることを察知 していたのであった。

第 2節 ナショナル・ ミニマム

『産業民主制論』において, コモン・ ルールの方策が

産業効率を増進させていくと主張するウェッブは,効率

化を達成 しえた産業が拡大 し,全国規模での生産諸要素

の理想的な配置・ 一層の効率化が実現されていくと展望

していた。 コモン・ ルールの方策が各産業に普及すれば,

それだけ国民経済全体の効率 も上昇 していくことになる,

と。だが現実には,「寄生的産業Jの 存在がこうした発

展経路を阻害 している, とウェッブはみた。

「寄生的産業」には, 2つ の形態があった。第 1に そ

れは,児童・婦人など,所得を他の人によって補填され

ている家計補助的労働力を雇用する産業のことであった。

こうした部門は,児童・婦人の生活費を負担 している階

層・産業に対 して「寄生」 しているというわけだ。第 2

に,労働者一般を劣悪な労働条件で酷使 している産業が

これである。国民経済の生産力を維持するにあたつては,

労働人口を一定の数と活力において長期的に維持する必

要がある。だが, こうした部門は,労働力という「国民

的資源」に対 して「寄生」 していることになる, と。

「寄生的産業」は,社会全体か ら見れば, あたか も

「補助金J,「輸出奨励金」を受け取 っているようなもの

である。本来,資本,労働といった生産要素は,競争を

通 じより効率的な産業に集中するはずである。 だが ,

「寄生的産業」は,本来の「効率Jと かけはなれて肥大

化 し,国民経済全体の理想的な配置を歪めてしまうので

ある。ウェッブが,「寄生的産業」を,「産業進歩」の観

点から厳 しく批判する所以である。

だが, これらの「寄生的産業」すなわち「苦汗産業」

は,児童・婦人を不規則に雇用 しているため,有効な労

働組合の結成は不可能であり,当事者による問題の解決

は見込めない。その打開策こそ,ナ ショナル 0ミ ニマム

すなわち立法による全国規模での最低労働条件一律規制

に他ならない。

ナショナル 0ミ ニマムは立法によって推進されるとい

う意味では,工場法の延長線上に構築されるべきもので

ある。 しか し,工場法は,衛生条件と,労働時間とに適

用されているにとどまり,そ の個々の適用範囲も不十分

である。 したがって,「寄生的産業」 の問題を解決する

ためには,工場法を「一つの組織的な労働法典」すなわ

ちナショナル・ ミニマムとして整備 しなければならない。

しかも,そ の内容は,「労働時間」,「衛生条件」 のみな

らず,「教育」,「賃金」にまで拡張されねばな らない
,

とウェッブはいう。

「衛生・ 安全」,「労働時間」に関 しては,不十分なが

らも「公衆衛生法」,「工場法」に具体化されてきている

ことが指摘され, これを一層推進する必要性が力説され

る。他方,「賃金」については,そ れを規制する法律は

存在 しない。だが, LCCに おいて, 自治体雇用労働者

の最低賃金 (「 モラル・ ミニマム」)がすでに規定されて

いる事実に着目して, ウェッブはこれを私企業にまで広

げて立法化すべきだと主張する。「教育Jに 関 しては,

義務教育の厳格な施行と就業年齢の引き上げが必要であ

る。それは将来の優れた人材の育成に貢献するだけでな

く,児童労働によって労働市場から排除されていた成人

労働者の再雇用を促進 し,労働市場を健全化する効果も

持つことになろう。

このように,ナ ショナル・ ミニマムすなわち全国的な

最低労働条件という「 ピラミッドの底辺」の底上げが確

保されてはじめて, コモン・ ルールの方策が十全に機能

し,結果的に「国民的な産業効率」が高まることになろ

う。 しかも,ナ ショナル・ ミニマムは,労働組合界の政

治運動を通 じて実現されうる, とウェッブは展望 してい

た。『労働組合運動の歴史』における,「 レッセ・ フェー

ル」か ら「労働条件の立法的規制Jへ という労働組合界

の指針の変化という「政治史J把握がここに活かされる

ことになるのである。

ウェッブは「労働に関する王立委員会」におけるマー

シャルからの批判を一つの契機に,「労働条件に関する

立法的規制」と「産業進歩」との関連についての考察を



深めていった。「モラル・ ミニマム」 についての知見の

深まりを経て, コモン・ ルールの経済的効果の解明を理

論的な到達点として, ナショナル・ ミニマムすなわち

「労働条件の立法的規制」が,「産業進歩」に有害ではな

く,む しろそれを推 し進める機構たりうると主張 したの

であった。「 コレクティヴィズム」を「旧自由主義」 の

枠を越えて高次に展開させるための論拠をウェッブは得

たのである。その意味で,彼 らのナショナル・ ミニマム

を,「新自由主義」的社会立法の画期 として再評価する

ことも可能であろう。

結  語

以上,初期ウェッブの主要著作を素材に,彼 らの社会

改革をめぐる思考をたどってきた。初期の彼らは一冊の

著作に体系的構想を描 くことはなかったが,彼 らが選び

取った トピックとそれらをめぐる彼 らの思考と論理の中

には,一貫 した主張が込められていた。

ウェッブは,19世紀末のイギリス社会を,大規模生産,

分業,都市化などの歴史過程が高度に進行を遂げた「発

展 した産業社会Jと 把握 した。「発展 した産業社会」は,

膨大な生産力を有する豊かな社会であると同時に,個々

人が生活のあらゆる面で密接な相互依存関係を結ぶ組織

化された社会でもあった。「発展 した産業社会」 の構成

員は,今や産業社会の組織・規律に従属 しており,「独

立生産者」的な自由は望めない。だが, この旧式の自由

への固執 も根強 く, ウェッブはこれを「個人主義」と退

ける。

残された道は,産業社会の組織・規律をいったん受け

入れ,「個々人が失 ったものを集団的に (collectively)

取 り戻す」ことにあるい
。このことによって初めて「発

展 した産業社会」にも、さわしい「高次の自由」いが確立

されるからである。「高次の自由Jと は,「個々人の能力

を最大限に発展させうる」自由のことであり,豊かな人

間生活の実現がその「条件」であったり。彼 らは, 19世

紀後半におけるコレクティヴィズムの台頭を鋭く見抜き,

豊かな人間生活の実現にむけてそれを活用 していこうと

したのであった。

すでにコレクティブィズムは,「旧自由主義」的な社

会改良の中で合法化され, ある程度の発展を見せていた。

だが,そ の内部にも,生産者組合, 旧組合主義など,

「効率」を低下させ,排他的利害に固執する「個人主義」

的思考が根強 く残っており, ウェッブはこれを厳 しく批

判 した。他方,消費者組合,都市政府,新組合主義といっ

た新 しい運動原理に拠れば,「効率」は向上 し, その成

果を産業社会の構成員全体で幅広 く享受できる。ウェッ
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ブは, これら消費者と労働者のコレクティブィズムとが

互いに結びついて発展することで,消費・労働生活を網

羅 した豊かな人間生活が実現される, と構想 した。シド

ニー初期論文に明 らかなように,初期のウェッブは,

「市場経済」における企業間競争によって「産業効率」

実現されていく, と考えていた。他方で,消費者組合 ,

都市政府には,「効率」という観点か ら非営利的な事業

経営が課せられ,「市場経済」と連携 した発展が展望 さ

れていたのである。

さらに,「 コレクティヴィズム」の一層の発展のため

には,地方政府の権限拡大 (事業運営権,地方税課税権),

「労働条件の立法的規制」など,外的な条件整備が希求

されていた。だが, これらの要求は,「 1日 自由主義」が

旨とする「財産権」,「契約の自由」に抵触する側面を有

していた。 しかも,マ ーシャルに代表されるように, こ

うした要求は経済発展を阻害するという批判が根強かっ

た。 ウェッブは,マ ーシャルと類似 した「産業進歩J論
を有 しつつ,数年にわたりその構想を練 りあげ,ナ ショ

ナル・ ミニマムという構想を打ち出した。「市場経済」

を基本とした社会においては,そ の発展のためにこそ一

定の国家干渉が必要だ, とするナショナル・ ミニマムは,

「新自由主義」的社会立法の画期として再評価 されてよ

かろう。

しかも「コレクティヴィズム」を支える個々人には,

一定の主体的要件が求められ,育成されることになる。

消費者組合員・ 市民には,「代議制自治」 の構成員とし

ての主体的要件が求められる。つまり,代表者を選出す

る際に共同体の利益推進という見地から,結果的に自己

の利益をも獲得 し, しかもその代表者の職務を有効に監

視 しうる知見を備えた「市民」のことである。 このこと

は,都市自治体の選挙民のみならず消費者組合の組合員

としても,十分に訓練されうる。さらに,労働者・ 生産

者としては「機能的順応」すなわち「能力 0欲望の程度

および複雑さの増進への個々人の順応」が求められる。

このことは,消費者組合の「有給役員」にすでに体現さ

れているだけでなく,「新」労働組合主義を通 じて一般

の労働組合員にも普及 していくと予測される。 こうして

「 コレクティブィズム」への参加を通 じて,個々人は,

自ら「市民」として向上 し,かつ「機能的順応」を達成

することで,「進歩」 していくと構想されたのであった。

こうして見るならば,社会改革をめぐる彼 らの思想的

核心とは,「発展 した産業社会」にお、さわ しい「高次の

自由」の確立にあったと捉えることが出来 る。「高次の

自由」の内容を,「個々人の能力を最大限に発揮 しうる」

自由と捉 らえた彼 らにあって,豊かな人間生活の実現が



不可欠であった。いったん,生活の豊かさが確保されれ

ば,個々人は自ずと「能力の発揮」に向けて「進歩」を

開始する。 このことが再び,社会全体の「効率」を引き

上げ,人間生活を向上させる。「効率Jと 「進歩」 との

こうした循環的な運動が累積的に進行する状態をウェッ

ブは「高次の自由Jと みなし,「 コレクティブィズム」

をその実現手段として活用 していったのであった。

冒頭で指摘 しておいたように,中・ 後期のウェッブは

自らの構想から「市場経済Jを退け,「産業 コントロー

ル」をその前面に掲げ,「混合経済」, さらには「 ロシア

社会主義」へと傾斜 していくことになる。 こうした表面

的な事実にのみ着目するならば, ウェッブの社会改革の

歩みは「社会主義」へのそれであったという解釈 も成 り

立ちうるかのように見える。だが本論文で明らかにした,

初期ウェッブの主張をも、まえれば,中期,後期をめぐる

理解 も自ずと異なってこよう。彼らにあっては,「進歩」

と「効率」を循環的に達成 しうる「高次の自由」実現こ

そが一貫 した目標であったのであり,「市場」か「言十画J

かといった問題についても,超越的なイデオロギーに拘

泥することなく,具体的現実をお、まえつつ実践的な見地

から判断を下していった, と理解 しうるからである。す

なわち,19世紀末イギ リスにおける飛躍的な経済発展を

前にした初期においては「市場」こそが「効率J的 と判

断されたが,第 1次世界大戦における計画経済の経験 ,

大恐慌期イギ リスの経済混乱を通過 した中・後期におい

ては,同 じ「効率Jと いう視点から,む しろ「市場」に

対する「計画」の優越性が積極的に評価され,活用され

ていくことにもなる。その意味では,「効率Jと「進歩J

を円環的に達成 しうる「高次の自由」の実現をめざすウェッ

ブの思想の核心は,生涯,一貫 して保持され続けた, と

捉え直すことが出来るのである。

注

1)戦後イギリスにおける福祉国家建設が進む中で、『ベヴァ

リッジ報告』(1942年)における「最低生活費保障原則」と、

ウェッブの「ナショナル・ ミニマムJと の連続性が指摘さ

れてきた。例えば, ブルース (Bruce[1961]),最近では,

毛利 [1990]を 参照。ベヴァリッジ自身,「思想の領域に

おける彼らの最も重要な貢献は,所得・健康・住居・余1隈・

教育などのナショナル・ ミニマムという概念にあるJ

(Beveridgo[1952]pv)と 述べていた。また,RH トー

ニー (Tawney[1952])の ように, ナショナル・ ミニマ

ムに限ら式 世紀転換期イギリスの「社会運動」一般にウェッ

ブが及ぼした影響を高く評価する論者もある。

2)彼 らをイギリス労働運動の異端とみなす論者としては, マ

クブライア (McBriar[1962]),ホ ブズボーム00bsbawm
[1964])がその代表であろう。我が国でも,高橋 [1984]

のように,労働組合運動をめぐる彼らの主張を「体制擁護

的Jと みなす見解もある。

3)1980年 代以降の「市場経済」の再評価が進む中で, ウェッ

ブ研究にもこうした問題関心が導入 された。 タムソン

(Thompson[1988])は ,ウ ェッブの「漸進主義的社会

主義Jの究極の狙いはあらゆる生産手段の公的所有にあり,

「市場経済Jに独自の意義を認めることはなかった, とい

う理解を示す。他方, ノーラン (Nolan[19881)は,ウ ェッ

プの「混合経済」構想において,「市場経済」が果たすべ

き役割が積極的に評価されといた, と指摘 している。

4)な お,本論文での時期区分と,岡 [1978a]に よるそれと

は異なる。岡は, ウェッブの生涯を次のように区分してい

る。「 I:萌芽期 (1880年代中葉～1892年 [結婚])J,「 Ⅱ
:

発展期 (1892年～1911年頃)」 ,「Ⅲ ;反省期 (1912年 頃～

1917年頃)J,「Ⅳ ;確立期 (1918年頃～1923年頃)」 ,「 VI
晩年期 (1932年～死去)J(岡 [1978a]1378頁 )。 本論文

では,岡によるこうした時期区分に学び, ウェッブにおけ

る「市場Jと 「計画」をめぐる基本的な構想の変化に着目

し,さ しあたり,初期 (1880年代～第 1次大戦開戦), 中

期 (第 1次大戦～1920年代),後期 (1930年 代以降)に 分

類 した。

5)代表的な見解を引用すればこうである。「フェビアンにとっ

ては,生産手段の私的所有を意味するようないかなるシス

テムも,独占力の行使あるいは独占利潤,超過利潤の搾取

を意味するのである。¨。フェビアンは,そ うした見解を

理論的に支持するにあたって, リカード的なあるいはヘン

リー。ジョージ的なレント理論を土地から資本・労働に適

用した」(Thompson[1988]p251)。「フェビアンの人々

は, ・̈ “地代"が取得者の道徳的頚廃とそれと労働者と

の不平等の原因であり,更に “地代"が社会からの搾取で

あるとみた。¨。ここに於いて解決の路は明らかである。

生産手段の公共所有と,之に伴う産業の公共の経営である。

ここに社会主義が建設されることとなった」(河合 [1931]

370371頁 )。

6)例えば, ジョーンズ (JOnes[1975]),中 り||[1987]が そ

の代表である。

7)Bシ ョーは次のように述べていた。「1892年の総選挙に掲

げられ,そ れを勝利に導いた最初のフェビアン社会主義綱

領は, シドニー・ ウェップによって起草されたものであっ

たが,そ れはニューカッスル綱領と呼ばれ自由党の政策綱

領として提出された。」(Shaw[1948]p296)
8)ノ ーランは次のように述べていた。「ホブハウスやグリー

ンの集団主義的自由主義と, フェビアン社会主義の差異は,

その目標というよりも,強調や程度の違いである。双方と

も “個人によって構成される社会"に おいて “人間の品性

や能力の最大の発展"を支持する。(ウ ェップらは “社会

を重視し, グリーンはそのような社会における “個人"に

重点を置く。)両者の個人観において,社会生活における

道徳的な参加こそは自己発展の最高形態であり,そ のよう

な参加を可能にするのがグリーンの自由社会の目標であり,

ウェップの社会主義社会の目標でもあった。」(Nolan[19
88] pp 129-130)

9)西沢 [1990]参照。

10)Letter of Sidney to Beatrice, 13? Aug 1890, in

MacKenzie(ed)[1978]p171
11)Letter of Sidney to Beatrice, 21? Aug 1890, cited

in NIacKenzie(ed)[1978]p175



12)

13)

14)

15)

16)

Letter of Sidney to Beatrice, 26 Aug 1990, in

MacKenzie(ed)[1978]p181
M/ebb [1926]pp 395-6

Ⅵ/ebb [1926]pp 422_5

1889年以降におけるロンドン・ ドック・ ストライキ以降の

「新組合主義」運動と「法定 8時間労働日」 との関連につ

いては,安川 [1993]を 参照。

マーシャルはシドニーに次のように質問 していた。「 しか

し, このことも同じく真実ではないでしょうか。・¨最 も

良い仕事には創意の自由と活動の自由が必要であると。」

(Royal Conlmission on Labour[1893]4255)「 しか

し,法律なしで済ますことができる場合に,法律を制定す

ることは無分別ではないですか。歴史は,将来に応用でき

る限りで,官僚機構がある場合には 〔産業〕進歩が失われ

てしまうことを示していますから。」(Royal Commission
on Labour[1893]4257)

シドニーの回答は次のようなものであった。「そうした発

言を認めることはできません。私はそれに反論しなければ

なりません。法律とは一つの害悪であり,よ り大きな害悪

をもたらさずに廃止できる場合には廃止すべきものである

という昔からの主張には全く賛成します。 しかし, もちろ

ん,労働時間の法的短縮を要求する人々の主張は,法律が

もたらす害悪よりも法律がない場合の害悪の方が大きいと

いうものです。J(Royal CommissionOn Labour[18931
4257)

該当個所を引用しておく。「文明と進歩の世界においては,

誰も自分自身の主人たることはできない。 しかし,近代社

会において,個々人が自己の生活に対する支配権を喪失す

ることが不可避であるという事実そのものが,個々人が失っ

たものを集団的に取り戻そうとする希望を,彼 らに抱かせ

るのであるJ(Webb[1897]p850,訳 1043頁 )。

「高次の自由」について,ウ ェップは次のように述べてい

た。「・"社会主義者は,あ らゆる先進産業諸国の経験を

指し示して,次のように宣言する。すなわち,完全な個々

人の自由は,人民大衆が,産業革命を経て所有者階級の手

にわたった個人的権力を,産業社会の民主主義的自治に置

き換えることによってのみ獲得される, と。彼の反対者

〔個人主義者〕は,個々人の自由が集団主義脇 l● ollective

control)と 対立すると見なし, この集団主義的な生活

(collective life)による “高次の自由"(higher freedom)

の拡張に反対するJ(Webb[1898]pp 252_3)。

ウェッブは次のように述べていた。「我々は “リバティ",

“フリーダム"と いう言葉を,自然的・不可侵の権利の量

的な大きさとしてではなく,実際に個々人の能力を最大限

に発展させうるような,社会における生存の条件であると

理解するJ(Webb[1897]p847,訳 1040頁 )。 「生活が自

らの利得を求める終りなき苦闘であるかぎリー それが貧

困との気が滅入る闘いである間はよリー層そうであるが一

他者への同感,知識,芸術および宗教をめぐる能力を発展

させるための自由な時間やエネルギーは残されない」(Webb

[1897]p849,訳 10411042頁 )
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The Webbs on Progress, Efficiency, Liberty and 'Collectivism'

- around Their Early Works-

ERIGUCHI Taku

The Social Reform Scheme of Sidney and Beatrice Webb has been interpretedin

various ways from particular points of view. The aim of this paper is to make

clear the core of their social reform scheme by forcussing their early works.

Appriciating the rise of 'collectivism' from working class at the end of 19th

century, the Webbs published their works about 'industrial progress', consumer's

co-operative movement, municipal reform, and trade unionism. Their aim was to
realise 'higher freedom' which proceeded human 'progress' and 'efficiency' of

economic society as a whole, by means of 'collectivism.' Though they inclined

toward 'economic control' in middle and later period,, their anxiety for 'higher

freedom' never changed.




